
令和２年度事業報告書 

令和２年５月２１日から令和３年３月３１日まで 

 

特定非営利活動法人おきにゃあわんネットワーク 

１ 事業の成果 

特定非営利活動を事業として、毎月３回から４回南城市大里の譲渡会開催時に譲渡会の補助、適正飼養講

習、譲渡犬のケア、マッチング、譲渡犬・猫の追跡調査やしつけ教室を行った。 

また、情報発信、適正飼養に関する普及啓発を行い、犬や猫の遺棄防止を目的とした犬や猫を飼うときのルー

ルを指導、小学校に出向き子供たちに命の大切さを教育した。 

２ 事業の実施に関する事項 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 

 

事 業 内 容 

実施 

日時 

実施 

場所 

従事者

の人数 

受益対象者の

範囲及び人数 

事業費の金額

（千円） 

動物の愛護及

び適正な管理

に関する知識

の普及啓発事

業並びに指導

者の育成事業 

動物愛護の集い（パネル

展示、譲渡会等） 

11 月ころ 奥武山公

園外会場 

２人 不特定多数の

一般市民 

新型コロナの

影響により中

止 

小学校出前事業 年３１回 県内の小

学校 

延べ 

１０４

人 

 

２０校小学生

約１０００人

程度 

６２５ 

捨て犬、捨て

猫の保護、育

成、譲渡に関

する事業 

捨て犬、捨て猫防止キャ

ンペーン 

９月ころ 南城市 約３人 不特定多数の

一般市民 

新型コロナの

影響により中

止 

保護犬、保護猫等の譲渡

会 

月３回 南城市 延べ 

１３９

人 

約２００人 ８８８ 

里親事業 年５回 那覇市 延べ 

２０人 

他の愛護団体

等 

５４ 

家庭動物の飼

育、愛護及び

適正な管理に

関する啓発事

業 

わんわんゴミひろい 

（しつけ教室） 

年６回 浦添大公

園 

５人 ５８頭８４人 １０ 

子ども体験学習会の開催 年７～８

回 

法人事務

所等 

５人 一般市民１０

０人程度 

新型コロナの

影響により中

止 

動物虐待の防

止に関する事

業 

動物愛護街頭キャンペー

ン 

９月 那覇市パ

レットく

もじ周辺 

約３人 不特定多数の

一般市民 

新型コロナの

影響により中

止 

その他本法人

の目的を達成

するために必

要な調査・研

究・広報事業 

那覇市環境フェスタにお

けるドックラン管理 

10 月ころ 南風原町

環境の杜 

１０人 不特定多数の

一般市民 

新型コロナの

影響により中

止 



（２）その他の事業 

 

定款の 

事業名 

事業内容 

 

実施日時 実施場所 従事者の人数 事業費の金額 

動物の愛護

及び虐待防

止に関する

図書、教育

資材、食料

品等の販売

事業 

実施しなかった     

動物愛護の

相談会、講

習会、譲渡

会等の企

画・運営に

関する事業

及び物品販

売事業 

実施しなかった     

      

 

＜特定非営利活動法人おきにゃあわんネットワーク定款＞ 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人おきにゃあわんネットワーク(以下、「本法人」という。) と称

する。  

（事務所） 

第２条 本法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市銘苅２丁目３番１号なは市民協働プラザに置く。  

２ 本法人は、前項のほか、従たる事務所を沖縄県宜野湾市嘉数３丁目３０番１８号に置く。 

 

第５条 本法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

(1) 特定非営利活動に係る事業  

① 動物の愛護及び適正な管理に関する知識の普及啓発事業並びに指導者の育成事業  

② 捨て犬、捨て猫の保護、育成、譲渡に関する事業  

③ 家庭動物の飼育、愛護及び適正な管理に関する啓発事業  

④ 動物虐待の防止に関する事業  

⑤ その他本法人の目的を達成するために必要な調査・研究・広報事業  

(2) その他の事業  

① 動物の愛護及び虐待防止に関する図書、教育資材、食料品等の販売事業  

② 動物愛護の相談会、講習会、譲渡会等の企画・運営に関する事業及び物品販売事業  

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益  

を生じた場合は、同項第１号に掲げる事業に充てるものとする 

 


